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山形県特定（産業別）最低賃金引上げ 
  －山形地方最低賃金審議会答申－ 

 

山形地方最低賃金審議会（会長：村山
むらやま

 永
ひさし

）は、１０月２４日（火）、地域別最低賃金

（山形県は９００円（１０月１４日発効））を上回る額で設定される４つの山形県特定（産

業別）最低賃金(時間額)の改正について、別表のとおり山形労働局長（局長：小林
こばやし

 学
まなぶ

）

に答申しました。 

今後、答申内容の公示等の諸手続を経て、本年１２月２５日（月）から効力が発生する

予定です。 

（別表） 

特定最低賃金の件名 改正時間額（改正前） 引上げ額（引上げ率） 

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、 

他に分類されないはん用機械・装置、化学 

機械・同装置、真空装置・真空機器製造業 

（略称「一般産業用機械・装置等製造業」） 

９６１円（９１９） ４２円（４．５７％） 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械 

器具、情報通信機械器具製造業 

（略称「電気機械器具等製造業」） 

９４５円（９０３） ４２円（４．６５％） 

自動車・同附属品製造業 ９６１円（９１９） ４２円（４．５７％） 

自動車整備業（自動車分解整備の業務に従

事する者に限る） 
９６５円（９２３） ４２円（４．５５％） 

 

（参考）別添 特定最低賃金について 

 

「ヤッピー」は山形労働局のイメージキャラクターです。 

令和５年１０月２４日（火） 

【照会先】 

山形労働局労働基準部賃金室 

  賃金室長 高橋 利明 

賃 金 係 丹野 息吹 

電話 023‐624‐8224 
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特定最低賃金について

◆ 特定最低賃金

○ 特定の産業又は職業について設定される最低賃金
○ 関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て、
地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に決定される。

特定最低賃金 地域別最低賃金

役割・機能 ○ 企業内の賃金水準を設定する際の労
使の取組を補完するもの

○ すべての労働者の賃金の最低限を保
障するセーフティネット

適用対象 ○ 産業又は職業ごとに適用
※日本標準産業分類の小／細分類ごと

○ その産業の「基幹的労働者」に適用
※ 基幹的労働者：当該産業に特有／主要な業務
に従事する労働者（基幹的労働者でない労働者
の職種、業務を記載するなどにより、それぞれの
特定最低賃金ごとに規定されている。）

○ 産業・職業を問わずすべての労働者に
適用
○ 都道府県ごとに適用

決定方式 ○ 関係労使の申出により新設、改正又は
廃止
○ 新設、改廃は労使のイニシアティブに
よる

○行政機関に決定を義務付け

（全国各地域について必ず決定されなけ
ればならない）

効力 ○ 刑事的な効力は、最低賃金法にはなし。

※労働基準法第24条違反（30万円以下の罰金）

○ 民事的な効力（最低賃金に満たない賃金を定め
た労働契約は無効）

○ 刑事的な効力（50万円以下の罰金）
※労働基準法第24条違反との関係は法条競合

○ 民事的な効力（同左）


